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殿 
各都道府県消防防災主管部長 

東京消防庁・各政令指定都市消防長 

 

 

消防庁危険物保安室長 

 

 

消防法第１６条の３の２に基づく危険物流出等の事故の原因調査に係る

警察との相互協力に関する警察庁との申合せについて 

 

 

 「消防法及び消防組織法の一部を改正する法律」（平成２０年法律第４１号）

による改正後の消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第 

１６条の３の２第１項の規定に基づき、市町村長等は危険物施設における危険

物の流出その他の事故（火災を除く。）であって火災が発生するおそれのあった

もの（以下「危険物流出等の事故」という。）の原因の調査を行うことができる

こととされたところです。また、同条第４項の規定に基づき、市町村長等から

求めがあった場合には、消防庁長官が危険物流出等の事故の原因の調査を行う

ことができることとされたところです。 

 今般、法第１６条の３の２の規定に基づき、市町村長等又は消防庁長官が実

施する危険物流出等の事故の原因調査及び警察が行う当該危険物流出等の事故

に係る捜査を迅速かつ的確に行うため、警察との相互協力に関し、別添１の申

合せを警察庁と取り交わしました。 

 つきましては、下記事項に御留意の上、危険物流出等の事故の原因調査に係

る適正な運用に十分配意するようお願いします。 

 また、貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知

してくださるようお願いします。 



 

記 

 

１ 市町村長等は、法第１６条の３の２第１項及び第２項に基づき危険物流出

等の事故の原因の調査を行う際、火災の調査における犯罪捜査協力等（消防

法第３５条、３５条の２関係）と同様に、別添１中の１及び２に留意するこ

と。 

 

２ 法第１６条の３の２第４項に基づき消防庁長官が危険物流出等の事故の原

因の調査を行う際、消防法第３５条の３の２に基づき消防庁長官が行う火災

原因調査の際の通知の流れ（「消防法第３５条の３の２に基づき消防庁長官が

行う火災原因調査に係る警察との相互協力に関する警察庁との申合せについ

て」（平成１５年６月１８日消防安第１００号消防庁防火安全室長通知）中別

添２）と同様に、別添２により現地消防本部等関係機関から現地警察本部に

通知すること。 

 

消防庁危険物保安室 

  担当：加藤、仲田、齋島 

  TEL 03-5253-7524 

  FAX 03-5253-7534 



006605
テキストボックス
別添１





別添２ 

消防庁長官の行う危険物流出等の事故原因調査に係る通知の流れ 

 

 

 
 
消 防 庁 

 
警 察 庁 

① 通知（別記様式第１）

通知 

現地消防本部等 

関係機関 

② 通知（別記様式第３）

① 通知（別記様式第２） 

 

現地警察本部 

 

※ 消防庁から現地消防本部等関係機関及び現地消防本部等関係機関から

現地警察本部へは、原則として別記様式により通知するものとするが、

通知するいとまのない場合等にあっては、電話等により連絡した後、別

記様式により通知するものとする。 

 



 
 別記様式第１ 

第   号 
年  月  日 

  警察庁刑事局捜査第一課長 
  警察庁生活安全局生活環境課長 
  警察庁刑事局刑事企画課長 殿 
  警察庁交通局交通企画課長 
  警察庁交通局交通指導課長 
 

消防庁予防課長 
 
 

消防庁長官による危険物流出等の事故原因調査の実施について（通知） 
 
 次の危険物施設の事故について、消防法第１６条の３の２第４項の規定に基

づき、消防庁長官が危険物流出等の事故原因調査を実施することとなりました

ので、平成 20 年７月 16 日付けの申合せ（警察庁丁捜一発第 72 号、警察庁丁生

環発第 190 号、警察庁丁刑企発第 202 号、警察庁丁交企発第 223 号、警察庁丁

交指発第 90 号、消防予第 171 号）の３に基づき、通知します。 

 なお、事故発生地を管轄する警視庁又は道府県警察本部に対し、その旨の通

知をしていただくようお願いします。 

 

事故発生日時        年   月   日    時   分 

事故発生場所  
現地消防本部

等消防機関 
 

事故発生事業所名  

危険物施設の区分  

参考事項  

連絡担当者 

所属・職・氏名・連絡先・ＦＡＸ 

消防庁 
            TEL:            FAX: 



 
 別記様式第２ 

第   号 
年  月  日 

 
○○消防本部（局、庁）担当者 殿 

（○○都（道、府、県）○○課担当者） 
消防庁危険物保安室長 

 
 

消防庁長官による危険物流出等の事故原因調査の実施について 
 
 次の危険物施設の事故について、消防法第１６条の３の２第４項の規定に基

づき、消防庁長官が危険物流出等の事故原因調査を実施することとなりました

ので連絡します。 
 なお、事故発生地を管轄する警視庁又は道府県警察本部に対し、別記様式第

３により連絡願います。 
 

事故発生日時        年   月   日    時   分 

事故発生場所  
現地消防本部

等消防機関 
 

事故発生事業所名  

危険物施設の区分  

参考事項  

連絡担当者 

所属・職・氏名・連絡先・ＦＡＸ 

消防庁 
            TEL:            FAX: 

 



 
 

 

別記様式第３ 

第   号 
年  月  日 

 
警 視 庁 担 当 者 殿 

（道（府、県）警察本部担当者） 
○○消防本部（局、庁）担当者 
（○○都（道、府、県）○○課担当者）  

 
 

消防庁長官による危険物流出等の事故原因調査の実施について 
 
 次の危険物施設の事故について、消防法第１６条の３の２第４項の規定に基

づく消防庁長官の事故原因調査が実施される旨、消防庁より連絡がありました

ので、通知します。 
 

事故発生日時        年   月   日    時   分 

事故発生場所  
現地消防本部

等消防機関 
 

事故発生事業所名  

危険物施設の区分  

参考事項  

連絡担当者 

所属・職・氏名・連絡先・ＦＡＸ 

   消防本部（局、庁） 
            TEL:            FAX: 

 
 




